
低入札価格調査における基準価格の引上げの経緯（国土交通省発注工事）

【計算式】

直接工事費×0.95

共通仮設費×0.90 合計額

現場管理費×0.60 ×1.05

一般管理費等×0.30

【計算式】

直接工事費×0.95

共通仮設費×0.90 合計額

現場管理費×0.70 ×1.05

一般管理費等×0.30

H20.4～H21.3

【計算式】

直接工事費の額

共通仮設費の額 合計額

現場管理費×0.20 ×1.05

S62.4～H20.3 H21.4.3～
H23.3

設定範囲：
２／３～８５％

設定範囲：
２／３～８５％

設定範囲：
７０％～９０％

資料４ 低入札価格調査における基準価格等の引上げ

【今回見直し後の計算式】

直接工事費×0.95

共通仮設費×0.90 合計額

現場管理費×0.80 ×1.05

一般管理費等×0.30

H23.4.1～ 設定範囲：
７０％～９０％

（最低制限価格）

・ ２３年４月公契連モデルより高い水準に設定：１０団体（北海道、栃木県、新潟県、和歌山県、鳥取県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）

都道府県における最低制限価格等の見直し状況（H23.11.1現在）
※都道府県の38団体において、平成23年4月の国交省の

計算式と同等水準以上にいずれかの見直しを実施

・ ２３年４月公契連モデルより高い水準に設定：１０団体（北海道、栃木県、新潟県、和歌山県、鳥取県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）

・ ２３年４月公契連モデルを準用又は同水準：２０団体（青森県、秋田県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、

三重県、福井県、兵庫県、奈良県、島根県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県）

（低入札価格調査基準価格）

・ ２３年４月公契連モデルより高い水準に設定：８団体（北海道、宮城県、山形県、栃木県、新潟県、佐賀県、宮崎県、沖縄県）

・ ２３年４月公契連モデル準用又は同水準：２７団体（青森県、秋田県、岩手県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、富山県、石川県、岐阜県、

静岡県、愛知県、三重県、 福井県、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、鹿児島県）

（最低制限価格） （低入札価格調査基準価格）

・ ２３年４月公契連モデルより高い水準に設定：２団体（札幌市、さいたま市）

・ ２３年４月公契連モデルを準用又は同水準：８団体（千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、浜松市、名古屋市、京都市、北九州市）

※堺市（１０月～）

指定都市における最低制限価格等の見直し状況（H23.9.1現在）
※指定都市の10団体（52.6％）において、平成23年4月の

国交省の計算式と同等水準以上にいずれかの見直しを実施
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